
令和 4 年 3 月

令和 4 年度 令和 13 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

3,913 円 4,514 円

3,949 円 4,459 円

3,985 円 4,107 円

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方 一時使用については、1m3につき314円徴収している。

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実
施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「 適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて 適なものを選択すること（処理区の統廃合を
含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成30年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成30年度

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

866人/㎢

1施設（白馬乗鞍浄化センター）

なし

処 理 区 数 1処理区（白馬乗鞍処理区）

広域化・共同化・ 適化
実施状況*1

下水道施設は土地柄急峻な山々に囲まれており統合は不可能であり、今後下水道施設の新規増は見込め
ないため、合併浄化槽により整備をしていくこととなる。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

令和元年度 令和元年度

令和２年度 令和２年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

従量制を採用しており、特環、農集ともに同じ料金体系となっている。

　　　　　　　　　　　　下水道使用料料金表（税込）

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

該当なし

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法適用（一部適用）

小谷村下水道事業経営戦略

平成12年度
（供用開始後 21年経過）

小谷村

特定環境保全公共下水道

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

基本水量 料金 料金

11 ～ 30 m3 189円

31 ～ 50 m3 199円

51 ～ 100 m3 209円

101 220円

使用水量

m3以上

種別
基本使用量 超過使用料（1m3につき）

一般 10m3まで 2,095円
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③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

① 経常収支比率（収益的収支比率）
平成28年度～令和元年度までは、50％以下となっており、総収益に対して総費用と地方債償還金（企業債償還金）の和が大きく上回って
いる。地方債償還金分は別途、一般会計補助金により賄っている。令和2年度は法適用企業となり計算方法が変わったことで数値は改善
されているが、これまでと同様に、黒字経営を示す100％からは程遠く、一般会計補助金に頼っている状況である。
② 企業債残高対事業規模比率
特環では類似団体平均を大きく上回っているものの減少を続けており、着実に企業債の償還が進んでいる。供用開始から20年ほどしか
経過していないこともあり、管きょの更新に多くの投資をする予定はないが、今後は処理施設の電気設備やポンプ施設等の更新に費用が
必要となる。今後も適正な企業債の発行に努め、企業債残高対事業規模比率が過大とならないよう留意する必要がある。
③ 経費回収率
特環の場合は50％以下で、下水道使用料で回収すべき経費の半分以下しか回収できていない状況である。また、類似団体と比較しても
大幅に下回っており、下水道使用料により賄えていない分は一般会計補助金から補填している。
④ 汚水処理原価

特環の場合、類似団体と比較して1m3の汚水処理に約3倍費用が掛かっている。⑤施設利用率に示す通り、類似団体と比較して施設利用
率が小さく、実際の汚水量に対して過大な能力を有する施設を管理していることなどが、汚水処理原価が過大となる理由の一つである。
⑤ 施設利用率
施設利用率は約20％を推移しており、処理能力の1/5程度しか処理していない。これは処理場を計画した当初と比べて定住人口や観光
人口が減少していることや、1人当たりの汚水量が減少していることが原因と考えられる。処理施設の更新時期などにあわせて、現状や将
来の汚水量を考慮した適切な能力とするスペックダウンの検討が必要である。

職 員 数 ２名（農業集落排水施設と合わせて）

該当なし。

該当なし。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）
*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）
*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

処理区域内人口の予測

行政人口の減少に伴い、処理区域内人口は減少すると予測している。
また、過年度の水洗化率の推移から、今後も水洗化率は増加する見込みとして水洗化人口を予測した。
特環では観光汚水量も取り込んでいるため、今後は令和元年度の観光人口を将来観光人口として設定した。

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

該当なし。

該当なし。

 イ　指定管理者制度

浄化センターの維持管理は民間委託による。

民 間 活 用 の 状 況

水道係

特環担当1名

農集担当1名

実績
R2 R3 R4 R5 R6 R7

行政人口 2,769人 2,728人 2,688人 2,647人 2,607人 2,566人
処理区域内人口 303人 299人 294人 290人 285人 281人
水洗化率 89.8％ 90.3％ 90.7％ 91.2％ 91.7％ 92.2％
水洗化人口 272人 270人 267人 265人 261人 259人

R8 R9 R10 R11 R12 R13
行政人口 2,536人 2,506人 2,476人 2,446人 2,416人 2,388人
処理区域内人口 278人 274人 271人 268人 264人 261人
水洗化率 92.6％ 93.1％ 93.6％ 94.1％ 94.5％ 95.0％
水洗化人口 258人 255人 254人 252人 250人 248人

　　　　　　　　年度
項目

予測

予測　　　　　　　　年度
項目
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（２）

（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

(ｱ) 下水道施設の維持管理
面整備は完了しており、今後はこれまでに整備してきた施設の維持管理が基本となる。
計画的・効率的な維持管理を行うことにより、安定した下水道経営を行う。

(ｲ) 財政運営
人口減少などが進む中でも、下水道使用料や下水道使用料以外の収入を確保し、安定的に事業を継続できるよう努める。

有収水量の予測

過年度の1人1日あたり有収水量に将来水洗化人口を乗じて、有収水量を予測した。
また、観光人口に対しても同様に1人1日あたり有収水量に将来観光人口を乗じて予測した。

使用料収入の見通し

過年度の下水道使用料及び有収水量から1m3あたりの使用料収入を設定し、その単価を将来の有収水量に乗じることにより予測した。

施設の見通し

全体計画区域は全て整備済みであり、今後は新規整備を行わない方針とした。また、供用開始から20年程度しか経過しておらず、管きょ
の改築事業も予定していない。計画期間においては浄化センターのみ改築更新事業を行う予定としている。

組織の見通し

業務量を考慮し、現状と同様の人数で事業を行う予定としている。

R9 R10 R11 R12 R13

35,299 35,245 34,955 34,726 34,497

7,422 7,410 7,349 7,301 7,253

210

R4 R5 R6 R7 R8

平均単価 円/m3

有収水量 m3 36,674 36,445 36,049 35,758 35,643

下水道使用料 千円 7,711 7,663 7,579 7,518 7,494

210

　　　　　　　　　　 　　年度
 項目

特
環

3 



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

①建設改良費
改築更新事業及び関連計画の策定費を見込む。改築更新事業費は過去5年間の平均から設定した。関連計画は事業計画の見直し業務
の委託費及び経営戦略の見直し費用を計上した。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

①企業債
計画期間内においては企業債を発行しない計画としている。
②一般会計補助金
企業債の償還予定額が今後減少していくことから、一般会計補助金は今後減少していく見込みである。ただし、事業実施分については過
年度と同程度の金額を見込んでいる。
③下水道使用料
将来の事業環境で予測した下水道使用料を用いる。
④長期前受金戻入
ほぼ横這いで推移していく予定である。

①維持管理費
職員給与委のうち基本給については平均上昇率1.02％を考慮している。またその他の人件費及び維持管理に係る経費については過年
度の平均額としている。

②減価償却費・企業債償還金
減価償却費についてはほぼ横這いで推移していく予定である。
企業債償還金については減少見込みである。

目 標

①企業債…基本的に企業債は発行しない方針とする。ただし、一般会計補助金及び内部留保金を用いても
なお不足する場合は企業債を発行する。
②一般会計補助金…公営企業であるため、独立採算が原則ではあるが、小谷村下水道事業の現状を考慮
すると一般会計からの補助金に頼らざるを得ない状況にある。今後は、令和3年度の予算額を上限として補
助金を得れるものとして予測し、不足する場合は内部留保金または企業債により事業を行う。
③下水道使用料…将来の事業環境で予測した下水道使用料を用いる。
④長期前受金戻入…システムから把握できる既計画分に今後新たに発生・発行する分を考慮して計画期
間における減価償却費・企業債償還金を見込んでいる。

目 標 ①建設改良費…新規整備に係る事業費は見込まず、改築更新等の費用を計上する。
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

規模が小さいことから資産活用については検討していない。

事業の運営については独立採算が前提であるが、下水道使用料により事業を行うため
には、現在の倍以上へ値上げする必要があり、現実的ではないが、今後は可能な限り
で適正な使用料となるよう見直しの検討を行う。

使用料の見直しに関する事項

今後は水洗化人口の減少等に伴い事業自体の縮小が見込まれるため、現存施設の長
期的かつ効率的な施設維持に務める。また、合併浄化槽への切り替え等による維持管
理費の削減についても検討を行う。

規模が小さいことから民間活力の活用については検討していない。

計画的な点検・調査、修繕を行うことにより、投資の平準化に努める。

広域化・共同化は地形等の関係から困難である。
適化については、今後施設の見直し時期等に合わせて検討を行う。

広域化・共同化・ 適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の 終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字
の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

事業の進捗管理（モニタリング）を毎年度行うと伴に、3～5年の期間で見直し（ローリング）を行い
軌道修正を図る。

職員給与費に関する事項
今後も継続して維持管理等の業務を行っていく必要があることから、現在と同様の体制
で事業を行うため、職員給与費は同程度と予測している。

動力費に関する事項
今後も今まで同程度の動力費が必要となると予測しているが、 適化の検討状況を踏
まえ削減に努める。

修繕費に関する事項
今後も今まで同程度の修繕費が必要となると予測しているが、 適化の検討状況を踏
まえ削減に努める。

委託費に関する事項
今後も今まで同程度の委託費が必要となると予測しているが、 適化の検討状況を踏
まえ削減に努める。

その他の取組 該当なし。

薬品費に関する事項
今後も今まで同程度の薬品費が必要となると予測しているが、 適化の検討状況を踏
まえ削減に努める。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）
浄化センターの維持管理委託を継続して行い、効率的な維持管理に努める。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 該当なし。
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